
広島市条例第１０号

令和８年３月２７日

広島平和記念資料館条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島平和記念資料館条例の一部を改正する条例

広島平和記念資料館条例（平成６年広島市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。

第２条の２各号を削り、同条に次の表を加える。

名 称 位 置

広島平和記念資料館旧広島 広島市中区東白島町１９番１２号

逓信病院外来棟平和資料館

広島平和記念資料館シュモ 広島市中区江波二本松一丁目２番４３号

ーハウス

附 則

この条例は、令和８年５月１日から施行する。


